
回　　答

物価上昇による設計金額及び契約金額の変更はできません。

その通りです。

質　　問

1

共通仕様書P.14（責任分担）の別表責任分担表のリスク
の種類【経費の上昇】について、発注者の責によらない
経費の増大は、上記以外の経費増大ということで、受注
者負担となっております。しかし、最近の物価上昇によ
る労務費及び資材購入費等の経費増大につきましては、
受注者の責にもよらないものです。物価上昇による経費
増大につきましては、物価スライドレートや労務費スラ
イドレート等による設計金額変更・契約金額変更をして
いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

2

上水道施設特記仕様書　上野浄水場運転管理業務要領書
のP.4第6条（従事者）の項に、従事者の配置人員は開庁
日の昼勤時は1名と記載があります。緊急時には1名体制
では対応が出来ない為、開庁日昼勤時は市職員を1名配
置頂けると考えてよろしいでしょうか。
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桑名市上下水道施設運転維持管理業務委託

桑名市内一円


